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No. 質問 回答

1

個人情報の取扱いに関す
る特則

P13　第9条 記録については、サービス特性上記録を書面として作成しているものではなく、データとして保
持しております。要求があった場合に該当記録について、提出及び報告との理解でよろしいで
しょうか。

ご認識のとおりです。

2

個人情報の取扱いに関す
る特則

P13　第10条 第10条（再請負）について、決済事業者等は対象外とする必要性があり、特則内容については
修正及び変更を依頼させて頂きますが、対応可能でしょうか。理由としては、決済代行会社の
サービス特性上、再請負ではなく前提として決済事業者が提供する決済手段を代行して業務
を行い、サービスのご提供となります。

業務の特性により契約書（案）で表現できない事項については、落
札者と協議の上、対応を決定します。

該当箇所

「情報処理安全確保支援士講習受講費用決済業務（単価契約）」に関するQ＆A
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